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衆
議
院
議
員
橘
慶
一
郎
君
提
出
鳩
山
内
閣
よ
り
野
田
内
閣
に
至
る
三
代
の
内
閣
に
お
け
る
閣
僚
の
平
均
在
任
期
間
に
関

す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
内
閣
に
お
け
る
内
閣
総
理
大
臣
に
よ
り
任
命
さ
れ
た
国
務
大
臣
の
平
均
の
在
任
期
間
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月

二
日
時
点
で
、
鳩
山
内
閣
が
約
二
百
四
十
九
日
、
菅
内
閣
が
約
二
百
十
八
日
及
び
野
田
内
閣
が
約
百
三
十
一
日
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
内
閣
に
お
け
る
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
の
平
均
の
在
任
期
間
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
二
日
時
点
で
、
鳩
山
内

閣
が
約
二
百
二
十
三
日
、
菅
内
閣
が
約
百
八
十
九
日
及
び
野
田
内
閣
が
約
百
三
十
一
日
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

各
府
省
の
大
臣
又
は
内
閣
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
号
）
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
大
臣
（
以
下
「
各
府
省
等
の

大
臣
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
鳩
山
内
閣
が
発
足
し
た
平
成
二
十
一
年
九
月
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
二
日
ま
で
の

期
間
に
各
府
省
等
の
大
臣
に
就
任
し
た
者
（
国
務
大
臣
が
辞
職
し
た
こ
と
に
よ
り
臨
時
代
理
に
指
定
さ
れ
又
は
事
務
代
理
を

命
じ
ら
れ
た
も
の
を
含
む
。
）
の
延
べ
人
数
が
六
人
以
上
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
法
務
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
、
内
閣
府

一



特
命
担
当
大
臣
（
消
費
者
及
び
食
品
安
全
）
、
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
（
少
子
化
対
策
）
、
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
（
男
女

共
同
参
画
）
、
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
（
行
政
刷
新
）
、
公
務
員
制
度
改
革
担
当
大
臣
及
び
拉
致
問
題
担
当
大
臣
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

各
府
省
等
の
大
臣
が
交
代
し
た
際
に
は
、
新
任
の
大
臣
は
、
前
任
の
大
臣
か
ら
の
事
務
引
継
ぎ
や
所
属
職
員
に
対
す
る
挨

拶
等
を
数
日
内
に
行
う
と
と
も
に
、
所
管
事
項
に
つ
い
て
事
務
方
か
ら
説
明
を
受
け
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
所
管
事
項
の
説

明
に
要
す
る
日
数
に
つ
い
て
は
、
新
任
の
大
臣
の
意
向
や
日
程
上
の
制
約
等
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
臣
に
よ
っ
て
様
々
で
あ

る
。

五
に
つ
い
て

行
政
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
行
政
の
効
率
性
及
び
継
続
性
の
観
点
は
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
閣
僚
の
任
命
に
つ

い
て
は
、
任
命
権
者
で
あ
る
内
閣
総
理
大
臣
が
、
適
材
適
所
の
考
え
方
か
ら
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

野
田
内
閣
に
お
い
て
は
、
各
府
省
の
政
務
三
役
に
計
六
名
の
女
性
を
任
命
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
後
と
も
、
男
女

共
同
参
画
の
観
点
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
女
性
の
参
画
の
拡
大
が
進
む
よ
う
、
し
っ
か
り
と
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。

二


